
〇 消費・安全対策交付金のうち
地域での食育の推進

［お問い合わせ先］消費・安全局消費者行政・食育課 （03-6738-6558）

＜対策のポイント＞
第４次食育推進基本計画に掲げられた目標達成に向けて、地域の関係者等が連携して取り組む食育活動を引き続き推進します。その際、農林漁業体験
機会の提供に加え、産直活動等の様々なチャネルを通じて生産者と消費者との交流を推進する取組や、学校給食における地場産物活用の促進に向けた機
械・設備等の導入、消費者の行動変容に直結する産地情報等の効果的な発信に向けた技術実装を新たに支援対象とします。

＜事業目標＞
第４次食育推進基本計画の目標の達成

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．食育を推進するリーダーの育成

地域で活躍する食育推進・食文化継承・農業体験リーダー等の育成やその
活動促進を支援します。

２．農林漁業体験機会の提供をはじめとする生産者と消費者との交流の促進
食や農林水産業への理解を増進する体験機会の提供や、産直活動や

CSA(地域支援型農業)の取組に向けた情報発信、商談会等、生産者と消費者
との交流を促進するための取組を支援します。

３．地域における共食の場の提供
 地域における共食のニーズの把握や生産者とのマッチング等により、多世代交流
やこども食堂等の共食の場の提供を支援します。

４．学校給食における地場産物活用の促進、和食給食の普及
学校給食向け地場産物の安定供給に向けた機械・設備等の導入、地場産物

を使用するための生産者とのマッチング、献立の開発・試食等を支援します。
５．産地・生産者への理解向上

消費行動の機会を捉えた、消費者の行動変容に直結する産地情報等の効果
的な発信に必要な技術実装を支援します。

６．環境に配慮した農林水産物･食品への理解向上、食品ロスの削減
環境に配慮した農林水産物・食品や食品ロス削減の取組への理解向上に向け
た意識調査、セミナーの開催、飲食店等と連携した食品ロス削減に関する啓発資
料の配布を支援します。

７．地域食文化の継承
地域食文化の継承や日本型食生活の実践に向けた調理講習会や食育授業
等の開催を支援します。

（注）シンポジウム、展示会、交流会等の開催
食育の推進に係るシンポジウム、展示会等の開催を支援します。この取組は、

１～７の取組を行った上であわせて支援することができます。
＜事業の流れ＞

【令和７年度予算概算決定額 1,896（1,720）百万円の内数】

① 都道府県を通じた取組
交付（定額） 1/2以内

事業実施主体

② 広域の取組、５の事業

目標の達成に資する
地域の取組を支援

・食・農林水産業への理解向上
・産地・生産者との交流促進
・地場産物の活用促進 等

第４次食育推進基本計画の目標達成(令和７年度)を目指す
交付（1/2以内）

目標（第４次食育推進基本計画の目標のうち農林漁業体験機会の提供等当省関連）
・地域等で共食したいと思う人が共食する割合を増やす
・学校給食における地場産物を活用した取組等を増やす
・栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民を増やす
・食育の推進に関わるボランティアの数を増やす
・農林漁業体験を経験した国民を増やす
・産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす
・環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民を増やす
・食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民を増やす
・地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民を増やす

学校給食における
地場産物活用農林漁業体験機会の提供

支援事業(例)

国
都道府県

民間団体等
（都道府県、市町村を含む）

民間団体等
（都道府県、市町村を含む）

生産者と消費者との
交流イベントの開催

産地情報等の効果的な
発信に向けた技術実装



＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．⾏動変容を誘起する場の創出
⾷と農への理解深化に寄与するような推進パートナーによる国⺠の⾏動変容を促

すような優良な取組事例を表彰しつつ、消費者と⽣産者・⺠間事業者が⼀体となっ
て、「⾷」や「農」が抱える課題を解決する⾏動を誘起します。

２．情報発信
メディア・ＳＮＳ等を活⽤して、ニッポンフードシフトに賛同する企業等の取組を盛り

込んだ情報発信を実施します。

３．⾷⽣活調査
⾷と農をめぐる事情が⼤きく変化する中で⾷と農への国⺠理解の状況や⽇常の⾷

⽣活を把握するための調査を実施します。

（関連事業）
⾷料安定供給に資する総合的な備蓄等の取組の周知

【令和６年度補正予算額】195百万円

＜対策のポイント＞
新たな⾷料システムを⽀える企業や農業現場の優良な取組を表彰することを通じ、国⺠の⾏動変容を誘起するため、これらの取組への直接的接点となる場
を全国及び地域レベルで設けます。さらに、国産農林⽔産物等を消費者が選択するといった⾏動変容につなげ、⾷と環境を⽀える農業・農村への国⺠の理解を
醸成するため、農林漁業者による地域の様々な取組や地域の⾷と農業の魅⼒について、メディア・SNS 等を活⽤した情報発信をあわせて⾏います。
＜事業⽬標＞
○ 国⺠理解の醸成

国 ⺠間団体等

＜事業の流れ＞
委託

農業・農村への国⺠理解の醸成、⾷料⾃給率の向上と⾷料安全保障の確⽴

消費者理解醸成・⾏動変容推進事業
【令和７年度予算概算決定額 48（53）百万円】

［お問い合わせ先］⼤⾂官房政策課⾷料安全保障室（03-6744-2395）

事業全体の⽅向性を
表現したロゴマーク

イベント、メディア・SNS等を
活⽤して全国へ発信

国⺠の⾏動変容を促すような
優良な取組事例を表彰
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．「みどりの⾷料システム戦略」に基づく環境負荷低減の取組のさらなる理解・活⽤促進

「みどりの⾷料システム戦略」の具体的な取組の認知拡⼤等を図るため、官⺠連携によ
る戦略的な情報発信や環境に配慮して⽣産された農産物の購⼊を促す取組を通じた
消費者の⾏動変容を推進するほか、Ｊ－クレジットにおける⽅法論の新規策定等を実
施します。

２．環境負荷低減の取組の「⾒える化」の充実
「⾒える化」の拡⼤のため、畜産物や花きを対象とした評価⼿法の検討等を実施します。
また、加⼯⾷品について⾃主的なカーボンフットプリントの算定に係る実証を実施します。

３．農業分野のＪ－クレジット創出の推進
農業分野におけるＪ－クレジット創出拡⼤のため、農業者等が取り組むプロジェクトの

形成やクレジットの認証、審査能⼒の強化等を⽀援します。

４．農林⽔産分野の地域気候変動適応推進
地⽅公共団体等への情報提供のため、近年の記録的な猛暑を踏まえた効果的な適応

策の調査を実施します。

５．JCMの活⽤を通じた「みどりの⾷料システム戦略」の海外展開推進
我が国の技術をアジアモンスーン地域に展開するため、⼆国間クレジット制度（JCM）

の活⽤に向けた審査体制整備や⽅法論の作成⽀援等を実施します。

みどりの⾷料システム戦略推進総合対策のうち
⾷料システム全体での環境負荷低減に向けた⾏動変容促進

［お問い合わせ先］⼤⾂官房みどりの⾷料システム戦略グループ
地球環境対策室（03-6744-2473）

⺠間団体等
委託

＜事業の流れ＞

⺠間団体等
定額

（3の事業）
国

＜対策のポイント＞
みどりの⾷料システム戦略の実現に向けて、⾷料システムの関係者による環境負荷低減の取組の更なる理解・活⽤促進に加え、「⾒える化」の推進や農業分

野のJ―クレジットの創出を推進します。 また、「みどりの⾷料システム戦略」のアジア・モンスーン地域への展開を図るため、⼆国間クレジット制度（JCM）の活
⽤に向けた環境整備を推進します。

＜政策⽬標＞
化学農薬（リスク換算）・化学肥料の使⽤量の低減等みどりの⾷料システム戦略に掲げたKPIの達成［令和12年］

2050年カーボン・ニュートラルの実現
国際的な環境負荷低減への貢献

⾷料システム全体の⾏動変容

５. JCMの活⽤を通じた「みどりの⾷料システム戦略」の
海外展開推進

海外展開

2. 環境負荷低減
の取組の

「⾒える化」
のシステム充実

3. 農業分野の
Ｊ－クレジット
創出の推進

４. 農林⽔産分野
の地域気候変動

適応の推進

１．「みどりの⾷料システム戦略」に基づく環境負荷低減の取組の
さらなる理解・活⽤促進

【令和７年度予算概算決定額 612（650）百万円の内数】
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６ 持続的な食料システム確立緊急対策事業

＜対策のポイント＞
輸入原材料の価格の高止まりや国際的な購買力の低下など、食品製造事業者等においては原材料の調達リスク等が大きな課題となっています。このような課

題に対応するため、食品製造事業者等による産地との連携強化や新技術の導入による食品製造業の生産性向上、付加価値の向上を図る取組を支援する
ことにより、持続的な食料システムの確立を図ります。

＜事業目標＞
食料システムの強靱化による食料安定供給の確保

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．産地連携推進緊急対策事業                                         4,321百万円
産地と連携した取組を行う計画を策定した食品製造事業者に対して、食品製造事
業者が産地を支援する取組（食品製造事業者から産地に農業機械・資材を貸与・
提供する等）、産地との連携による国産原材料の取扱量増加に伴う機械設備等の
導入、新商品の開発・製造・PRの取組を支援します。

２．新技術導入緊急対策事業                                               300百万円
原材料を安定的に調達しつつ生産性を向上させるため、産地と連携した取組を行う
計画を策定した食品製造事業者に対して、製造ラインの自動化等の省人化や生産
性の向上に資する新技術（機械設備等）の導入を支援します。

３．地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト支援事業   100百万円
食品産業が農林水産業等と連携し、持続的な食料システムを確立するため、多様な
関係者の連携を推進するプラットフォームを構築・活用し、地域の食品企業や農林漁
業者等が参加するコンソーシアムにおいて、国産原材料の活用等の付加価値向上に
向けた新しい食品ビジネスを創出する取組等を支援します。

【令和６年度補正予算額 4,721百万円】

国産原材料導入のため
の製造ラインの増設

国産原材料
を調達

食品製造事業者による産地
への機械・資材の提供等

産地連携推進緊急対策事業 新技術導入緊急対策事業
原材料の安定調達を目指す

食品製造事業者

新技術の導入

労働生産性の向上・人手不足の解消

付加価値向上に向けた食品企業と
農林漁業者等の連携・協調

農林漁業者 食品製造事業者

研究機関

行政
金融機関

コンソーシアム

国産原材料
を活用した新
ビジネス等

地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト支援事業

＜事業の流れ＞

国
食品製造事業者

民間団体等 食品製造事業者等
定額

（２の事業）
1/2以内

1/2以内
（１の事業）

定額、1/2以内 （３の事業）

物流業者

小売業者

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

支援

産地と連携した取組を行う計画を策定した食品製造事業者に対する支援

［お問い合わせ先］（１の事業）大臣官房新事業・食品産業部食品製造課（03-6744-2089）
（２の事業） 食品製造課（03-6738-6166）
（３の事業） 企画グループ（03-6744-2063）29



31 持続的な食料システムの確立
＜対策のポイント＞
持続的な食料システムの確立に向けて、「地域連携推進支援プラットフォーム」を創設し、地域の食に関わる産業を先導する食品企業と農林漁業者を始め
とする地域の多様な関係者の連携を促進し、新たなビジネスの創出等を支援します。また、食品企業による産地連携や製造現場の自動化、資材標準化等
による業界横断的な生産性向上の取組を支援します。

＜事業目標＞
○ 地域連携推進支援コンソーシアムで創出された新たなビジネス数（94件［令和11年度まで］）
○ 食品企業と産地が連携したモデル的取組の創出数（９件［令和９年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．持続的な食料システム確立に向けた推進支援体制の構築  56（ー）百万円

【令和６年度補正予算額】55百万円
地域の食に関わる産業を先導する食品企業や農林漁業者等が参加するプラット

フォームを設立し、専門家派遣のほか、広域産地連携マッチング、モデル実証の形成
等を通じて、食品企業と農林漁業者等が連携したコンソーシアムの取組を支援します。
２．地域型食品企業等連携促進事業   66（ー）百万円

【令和６年度補正予算額】45百万円
① 地域食料システムプロジェクト推進事業
都道府県が中心となり、「地域連携推進支援コンソーシアム」を設置し、食品企業
や農林漁業者、関連業種等との連携強化を促進し、新しい食品ビジネスの創出等
を支援します。
② 地域型協調領域実証
地域の食料システムの持続性向上に資する地域の食品企業等の協調事例を生み
出す取組を支援します。
３．テーマ型連携推進支援  23（ー）百万円

【令和６年度補正予算額】4,621百万円
① テーマ型食品企業等連携促進事業
自動化、資材標準化等による業界横断的な生産性向上の取組を支援します。

② 産地連携推進緊急対策事業
産地を支援する取組や産地との連携による国産原材料の取扱量増加に伴う機械
設備等の導入等を支援します。
③ 新技術導入緊急対策事業
産地と連携した食品企業の生産性向上に資する新技術の導入を支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］（１、２の事業）新事業・食品産業部企画グループ（03-6744-2063）
（１、３の事業） 食品製造課（03-6744-2089）

１．地域連携推進支援
プラットフォーム

支援
食品企業、農林漁業者、
行政機関、金融機関等

２．地域連携推進支援
コンソーシアム

・助言・専門家派遣
・事例の横展開

・広域産地連携マッチング、
・モデル実証を行うコンソーシ
アムの形成

（事務局：都道府県） （事務局：民間団体）

地域食料システムプロジェクト
・地域の核となる食品企業・農林
漁業者等が連携した新規ビジネ
スの創出
・食品企業への支援

地域型協調領域実証
・地域の関係者間で連携した共
同実証・研究等

× ×

食品企業、農林漁業者、
メーカー、金融機関等

民間団体等定額
民間団体等委託 （１の事業）

定額 １/２
国 都道府県

食品事業者等1/2 （3の事業）

（2の事業）

【令和７年度予算概算決定額 145（－）百万円】
（令和６年度補正予算額 4,721百万円）

３．テーマ型連携推進支援
コンソーシアム

テーマ型食品企業等連携促進事業
・食品製造の自動化に資する使用資材の
標準化等

（事務局：民間団体）

支援

産地連携推進緊急対策事業
・産地への農業機械等の貸与、種苗の
提供等

新技術導入緊急対策事業
・生産性向上に資する新技術（機械設備
等）の導入
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持続可能な地域の食文化の継承支援事業

＜対策のポイント＞
多様な地域の食文化を持続可能な形で次世代に継承していくため、伝統食のデータベース化を進めるとともに、和食文化を次世代に継承する人材の育成を推

進します。
＜事業目標＞
○ ユネスコ無形文化遺産「和食；日本人の伝統的な食文化」の継承
○ 和食文化継承リーダーの育成（2,100人［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．伝統食のデータベース化

地域固有の多様な食文化を保護･継承するため、全国各地で古くから存在してい

る地域の食材を基に、気候・風土など地域の特性を活用し、保存性、食味などを工

夫しながら長年製造されてきた加工食品の歴史・特徴・レシピ等のデータベース化を

行う。

２．和食文化を次世代に継承する人材の育成

こどもたちや子育て世代に対して、和食文化を伝える中核的な人材である「和食

文化継承リーダー」を各都道府県に育成するため、和食文化の魅力と継承の方法を

学ぶための研修（基礎・実践・実地）を実施する。

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課食文化室（03-3502-5516）

【令和７年度予算概算決定額 ６ （ー）百万円】

＜事業の流れ＞

国 民間団体等

委託

伝統食のデータベース化

和食文化を次世代に継承する人材の育成

農林水産省Webサイト「にっぽん伝統食図鑑」

伝統食のデータベース化の流れ

① 業界団体等と協力し、掲載品目を
選定し、原稿を作成。

② 大学・研究機関等の有識者を構成
員とする委員会に諮り、掲載内容を
精査。

③ Webページに掲載し、広く情報発信。

和食文化継承リーダー

和食文化継承リーダー研修の流れ

① 専用テキストを使用したオンデマンド
講座（基礎講座）を実施。

② オンラインのグループワーク研修（実
践研修）を実施。

③ 受講者自身の職場等で実地研修を
実施。

④ 全ての課程を終えた者を、和食文化
継承リーダーとして登録。



＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．サステナビリティ課題の解決に向けた官⺠連携の場の構築 45（－）百万円

海外で議論が先⾏する⾷品産業をめぐるサステナビリティ課題（環境、⼈権、栄
養）等について、サプライチェーン関係者が参画する官⺠連携の場を構築し、個社で対
応が難しい解決策の検討や知⾒の横展開等を⾏います。

２．サステナビリティ課題等に関する調査 6（－）百万円
⽇本の⾷品産業のサステナビリティに関する取組の実態等の調査を⾏います。

［お問い合わせ先］新事業・⾷品産業部企画グループ（03-6744-2065）

新事業創出・⾷品産業課題解決に向けた⽀援のうち
サステナビリティ課題解決⽀援事業

＜対策のポイント＞
海外で議論が先⾏する⾷品産業をめぐるサステナビリティ課題（環境、⼈権、栄養）等について、個社で対応が難しい解決策の検討や知⾒の横展開等を図

るため、官⺠連携の場の構築やサステナビリティ課題に関する調査を⾏う。

＜事業⽬標＞
○ 2030年までに⾷品企業における持続可能性に配慮した輸⼊原材料調達の実現を⽬指す。
○ 2030 年までに⾷品製造業の⾃動化等を進め、労働⽣産性が３割以上向上することを⽬指す（2018 年基準）。
○ 2030年までに流通の合理化を進め、飲⾷料品卸売業における売上⾼に占める経費の割合を10％に縮減することを⽬指す。

＜事業の流れ＞

国 ⺠間団体等
委託

【令和７年度予算概算決定額 51（ー）百万円】

活⽤・
連携

サステナビリティ課題に関する官⺠連携の場
（サプライチェーン関係者等が参加）

セミナー・勉強会等
による企業の取組推進

国際的なサステナブル関係
のルール形成に係る情報の

提供

業界共通のサステナブル課
題等の対応⽅向等の検討

企業間検討体制の
形成・活動⽀援

持続的な⾷料システムの確⽴に寄与

१
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企業等が連携した取組を推進

・⽇本の⾷品産業におけるサステナビリティの取組の加速化
・⽇本の⾷品企業の国際的な評価の向上・競争⼒強化
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．未利用食品の供給体制構築緊急支援 130百万円 

食品企業による未利用食品の寄附促進につながるよう、提供可能な食品やそのニーズに

係る情報を共有・コーディネートし、食品企業が物流事業者等と連携して食品の提供を

ワンストップで行うことが可能となる体制の検討・実証を支援します。

２．食品ロス削減緊急対策モデル支援 160百万円

食品業界におけるＤＸの推進をはじめ、新たな技術・仕組みの導入による食品ロス削

減の実証を支援します。

＜対策のポイント＞
事業系食品ロスの更なる削減に向け、食品企業による未利用食品の寄附促進を図るための物流事業者等との連携や、ＤＸ推進のほか、新たな技術・仕

組みの導入による食品ロス削減の実証等を支援します。

＜事業目標＞
2000年度比で事業系食品ロス量を半減（273万トン［2030年度まで］）

【令和６年度補正予算額 290百万円】

＜事業の流れ＞

国

民間団体等
補助（定額）

民間団体等
補助（定額）

民間団体等 （１の事業）

補助（定額）

（２の事業）

商品購入

小売店舗AI分析

他の分析要因

曜日、季節 天候

イベント

需要予測に基づく生産

食品製造工場

製造段階での
製造の効率化

画像（行動）
データ
（性別、年齢、商品、日
時、手前取りの状況 等）需要予測

データ

リードタイムの延長
による納品の効率化

画像データ（店舗での消費行動）
のAI分析による需要予測

食品ロス削減のモデル実証

食品企業
（メーカー・卸・小売）

運送事業者

物流拠点
（運送、倉庫業者等）

コーディネーター
（DXを活用した未利用食品の需給のマッチング 等）

ワンストップ未利用食品

地
域
の
フ
ー
ド
バ
ン
ク
等

未利用食品の提供先

未利用食品の供給体制の構築

中核的
フードバンク等

提供したい食品の種類・数量、
搬入先等の相談・調整

提供先の把握（トレーサビリティ）

［お問い合わせ先］大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課（03-6744-2051）

食品ロス削減緊急対策事業
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